
令和２年８月２５日 

独立行政法人農畜産業振興機構 

肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）の交付金単価につ

いて（追加公表） 

【令和２年４・５・６月分】 

令和２年４・５・６月に販売された交付対象牛に適用する畜産経営の安定に

関する法律（昭和36年法律第183号）第３条第１項に規定する交付金について、

肉用牛肥育経営安定交付金交付要綱（平成30年12月26日付け30農畜機第5251号）

第４の６の（１）から（４）までの規定に基づき標準的販売価格及び標準的生

産費並びに交付金単価（確定値）を公表します。 

 また、令和２年４・５月に販売された交付対象牛に適用する同要綱第４の８

の精算払の額については、下記の確定値により算出された交付金の額と概算払

の額との差額となります。 

なお、今後、交付対象頭数が確定することにより、既に積立金が不足して

いる県（表中、※を付した県）以外にも積立金が不足する府県が発生する可

能性があります。その場合、積立金が不足することとなった府県における６

月分の支払は、国費分のみ（４分の３相当額）となります。 

記 

肉専用種（北陸ブロック、東海ブロック及び近畿ブロック） 

963,996 円 1,013,641 円 1,049,075 円

1,208,225 円 1,208,662 円

(1,208,225 円) (1,208,662 円)

219,806.1 円 175,518.9 円

(215,806.1 円) (171,518.9 円)

963,996 円 1,013,641 円 1,049,075 円

1,218,822 円 1,219,259 円

(1,218,822 円) (1,219,259 円)

229,343.4 円 185,056.2 円

(225,343.4 円) (181,056.2 円)

963,996 円 1,013,641 円 1,049,075 円

1,223,583 円 1,224,020 円

(1,223,583 円) (1,224,020 円)

233,628.3 円 142,005.825 円

(229,628.3 円) (139,005.825 円)

算出の区域
令和２年４月確定値 令和２年５月確定値 令和２年６月確定値

（概算払） （概算払）

新潟県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,208,935 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 143,874.0 円

石川県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,224,293 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 118,272.15 円

富山県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,219,532 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 153,411.3 円

※

※
※
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963,996 円 1,013,641 円 1,217,761 円

1,243,928 円 1,244,365 円

(1,243,928 円) (1,244,365 円)

188,954.1 円 155,738.7 円

(185,954.1 円) (152,738.7 円)

1,068,461 円 1,101,145 円 1,306,553 円

1,210,788 円 1,211,225 円

(1,210,788 円) (1,211,225 円)

128,094.3 円 99,072.0 円

(124,094.3 円) (95,072.0 円)

1,068,461 円 1,101,145 円 948,290 円

1,209,058 円 1,209,495 円

(1,209,058 円) (1,209,495 円)

126,537.3 円 97,515.0 円

(122,537.3 円) (93,515.0 円)

1,068,461 円 1,101,145 円 948,290 円

1,210,706 円 1,211,143 円

(1,210,706 円) (1,211,143 円)

128,020.5 円 98,998.2 円

(124,020.5 円) (94,998.2 円)

977,129 円 1,043,009 円 1,006,881 円

1,240,588 円 1,241,025 円

(1,240,588 円) (1,241,025 円)

237,113.1 円 178,214.4 円

(233,113.1 円) (174,214.4 円)

977,129 円 1,043,009 円 1,006,881 円

1,231,096 円 1,231,533 円

(1,231,096 円) (1,231,533 円)

228,570.3 円 169,671.6 円

(224,570.3 円) (165,671.6 円)

977,129 円 1,043,009 円 1,006,881 円

1,197,077 円 1,197,514 円

(1,197,077 円) (1,197,514 円)

197,953.2 円 139,054.5 円

(193,953.2 円) (135,054.5 円)

977,129 円 1,043,009 円 1,166,011 円

1,501,734 円 1,502,171 円

(1,501,734 円) (1,502,171 円)

354,108.375 円 309,934.35 円

(351,108.375 円) (306,934.35 円)

977,129 円 1,043,009 円 1,006,881 円

1,215,617 円 1,216,054 円

(1,215,617 円) (1,216,054 円)

214,639.2 円 155,740.5 円

(210,639.2 円) (151,740.5 円)

奈良県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,216,327 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 188,501.4 円

兵庫県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,502,444 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 227,092.275 円

大阪府

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,197,787 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 171,815.4 円

愛知県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,209,768 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 235,330.2 円

京都府

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,231,806 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 202,432.5 円

滋賀県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,241,298 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 210,975.3 円

岐阜県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,211,498 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 －

福井県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,244,638 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 18,141.975 円

算出の区域
令和２年４月確定値 令和２年５月確定値 令和２年６月確定値

　　　　（概算払） 　　　　（概算払）

三重県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,211,416 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 236,813.4 円

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※
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※ ※を付した４県は積立金が不足しており、福井県、兵庫県については４

月分以降、石川県、和歌山県については５月分以降、国費分のみ（４分の

３相当額）の支払となっていることから、交付金単価の４分の３相当額を

表示しています。 

 

977,129 円 1,043,009 円 1,006,881 円

1,212,252 円 1,212,689 円

(1,212,252 円) (1,212,689 円)

211,610.7 円 114,534.0 円

(207,610.7 円) (111,534.0 円)

算出の区域
令和２年４月確定値 令和２年５月確定値 令和２年６月確定値

　　　　（概算払） 　　　　（概算払）

和歌山県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,212,962 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 139,104.675 円

※

※
※

連絡先 

 畜産経営対策部 肉用牛肥育経営課 

 担当：青木、飯尾、山口、小南、峯岸 

 電話：03-3583-8562 
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